
高 知 銀 行
～お客さま（消費者）保護等の取り組みについて～

令和３年５月２７日（木）
消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ

資料２



目 次

1

 高知銀行の概要
経営理念
こうぎんSDGｓ宣言に係る取組みの状況
お客さま本位の業務運営に関する取組方針
お客さま保護の態勢整備
お客さま（消費者）保護等の取り組み
金融犯罪 ①～⑤
金融リテラシー ①～⑧
社会貢献 ①～⑥
働きがいのある職場づくりへの取組み ①～⑤



2

高知銀行本店

名 称 株式会社 高知銀行
預 金 等 １兆５０３億円
貸 出 金 ７，５０２億円
自 己 資 本 比 率 ９．２５％（国内基準・単体）
職 員 数 ７９６名

沿 革
昭 和 ５ 年 高知無尽株式会社設立
昭 和 ２ ６ 年 株式会社高知相互銀行に商号変更
平 成 元 年 普銀転換 株式会社高知銀行に変更
平 成 １ ８ 年 東京証券取引所市場第二部に上場
平 成 ２ ５ 年 東京証券取引所市場第一部に指定

高知銀行の概要（2021年3月31日現在）
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経営理念・経営目標

シンボルマーク
「ビビッドK」
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こうぎんSDGｓ宣言に係る取組みの状況（2021年5月現在）



お客さま本位の業務運営に関する取組方針
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高知銀行は、地域の発展と暮らしの向上に貢献することを経営理念に掲げ、役職員一同これを共有し、質の高い
金融サービスの提供に取り組んでおります。
お客さまの資産形成や資産運用にかかわる業務におきましても、以下の取り組みを実践し、より一層お客さまの

立場に立った業務運営に努めてまいります。

１．お客さまの最善の利益を意識したサービスの提供
(1)お客さまの最善の利益を意識したコンサルティングサービスを提供するとともに、商品ラインアップの整備に努めてまい
ります。

(2)お客さまのニーズを十分に把握したうえで、「金融商品の販売に関する方針」に基づく誠実かつ公正な業務を行い、お客
さまにふさわしい金融商品やサービスをご提供できるよう努めてまいります。

(3)お客さまの利益を不当に害することのないよう、「利益相反管理方針」に基づいて、適切に業務を遂行してまいります。

２．お客さまの立場に立った情報提供
(1)お客さまに金融商品やサービスに関する情報をご提供する際には、お客さまの投資経験や知識等に加えて、金融商品のリ
スク度合い等を勘案したうえで、金融商品のリターンやリスクの所在、ご負担いただく手数料やその他の費用など、投資
判断に必要な情報を分かりやすく、丁寧にご説明するよう努めてまいります。

(2)社会情勢やお客さまのライフステージに応じた適切な情報の提供に努めてまいります。
(3)お客さまに金融商品をご購入いただいた後も、アフターフォローに努めてまいります。

３．お客さま本位のサービス提供に向けた態勢整備
(1)お客さまの立場に立った営業活動を適切に評価する業績評価体系の整備を進めてまいります。
(2)外部専門資格の取得奨励のほか、外部専門家等による研修や自主参加型休日セミナーの開催等を通じて、職員の金融商品
に関する知識やスキルの向上に努めてまいります。

以 上



お客さま保護態勢の整備
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顧客説明

管理

外部委託

管理

顧客情報

管理
顧客サポー
ト管理

顧客情報や顧客への
対応を管理

顧客情報漏洩防止の
ための適切な管理

取引に関し、顧客に
対する適切かつ十分
な説明

相談・苦情等に対す
る適切な対処



お客さま（消費者）保護等の取組み
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景品表示 金融犯罪 金融リテ
ラシー

社会貢献
活動

【景品表示法】
不当な表示や過大な景品類の提供行為を禁止することなどにより、消費者の利益

を保護することを目的とする法律であり、事業者の公正な競争秩序においても大事
な役割を果たすものです。
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金融犯罪 ①犯罪防止・・・コンプライアンス・マニュアル

13預金業務 所管部： ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部 ④ －

※銀行業務に係る法令等の解説・事例編

事

例

融資保証金詐欺
　実際に融資しないのに、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、融
資を申し込んできた人に対し、「保証金が必要です」などと言って金
銭等をだまし取る（脅し取る）手口です。

金融商品詐欺
　価値が全くない未公開株や高価な物品等について嘘の情報を教え
て、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入代金として金銭等を
だまし取る（脅し取る）手口です。

特殊詐欺

オレオレ詐欺
　親族等を名乗り、「鞄を置き忘れた。小切手が入っていた。お金が
必要だ」などと言って、現金をだまし取る（脅し取る）手口です。

預貯金詐欺

　警察官、銀行協会職員等を名乗り、「あなたの口座が犯罪に利用さ
れています。キャッシュカードの交換手続が必要です」などと言っ
て、暗証番号を聞き出しキャッシュカード等をだまし取る（脅し取
る）手口です。

架空料金請求詐欺
　有料サイトや消費料金等について、「未払いの料金があります。今
日中に払わなければ裁判になります」などとメールやハガキ（封書）
で知らせ、金銭等をだまし取る（脅し取る）手口です。

還付金詐欺
　医療費、税金、保険料等について、「還付金があるので手続してく
ださい」などと言って、被害者にATMを操作させ、被害者の口座から犯
人の口座に送金させる手口です。

解　説

　特殊詐欺の被害を防止するた
め、金融機関は、高額の振込や
高額の出金をされるお客さまに
声掛けをするよう警察庁から要
請されています。お客さまに対
して振込や出金の理由等を確認
させていただき、聴取の結果、
被害に遭われている疑いがある
場合には、被害防止のために金
融機関から警察に通報し、警察
官が事情を伺うこととなってい
ます。
　金融機関の職員は知識や経験
等をもとに、お客さまの様子や
諸々の状況から判断して、被害
に遭われていないかの聞き取り
を行い、警察と協力して被害防
止に取り組むことが重要です。
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金融犯罪 ②犯罪防止・・・情報発信（ご注意ください！）
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金融犯罪 ③犯罪防止・・・ATM振込の一部利用制限
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金融犯罪 ④犯罪防止・・・ATM振込の一部利用制限
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金融犯罪 ⑤犯罪防止・・・振り込め詐欺
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①幅広いお客さまに適切な商品を選択していただけるよう、特定の商品提
供会社に偏らない、良質な商品のラインアップを充実するよう努めてお
ります。

②金融商品のご提案にあたっては、お客さまの知識・経験・財産の状況お
よび投資の目的・運用方針等を十分にお伺いし、お客さまの最善の利益
の実現に向け、最適かつ最良な金融商品・サービスを提供するよう努め
ております。

③お客さまの安定的な資産運用、資産形成を実現していただくため、中長
期分散投資に資する商品を提案するよう努めてまいります。

④過度な乗換販売や手数料等の高い金融商品の優先販売が生じないよう、
販売状況を検証し、その結果を踏まえて適切な管理を行うよう努めてま
いります。

金融リテラシー ①サービスの提供
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金融リテラシー ②よくあるご質問への情報発信
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お客さまの資産形成への関心を高めていただくよう、資産形成（iDeCo等）、マ
ケット情報、相続等のお客さま向けセミナーを開催しております。

金融リテラシー ③セミナーの実施



16

金融リテラシー ④産官学民との連携

■高知大学との連携■企業との連携
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金融リテラシー ⑤大学生や主婦等を対象とした金融セミナー
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金融リテラシー ⑥事業者を対象とした金融セミナー
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金融リテラシー ⑦子どもを対象とした金融セミナー
●主催／高知銀行

高知工業高等専門学校
高銀地域経済振興財団

●共催／高知みらい科学館
高知市教育委員会
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金融リテラシー ⑧新入行員全員が認知症サポーターに

当行は、店頭での対応力の向上ならびに認知症の方やそのご家族の皆さまが安心して暮らし
続けられる地域づくりに貢献していくため、毎年、新入行員全員は「認知症サポーター養成講
座」を受講して認定される「認知症サポーター」として営業店に配属しております。
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社会貢献 ①こども110ばんのぎんこう
１．「こども１１０ばんのぎんこう」活動の目的

地域のこどもを犯罪や事故からの被害防止、危険事態等からの回避のため当行、高知県、高知県教育委員
会、および高知県警察本部が協力してこどもの安全シェルタ一活動や見守り活動を行うことにより、こども
が安心して生活できる町づくりに資することを目的とする。

２．安全シェルターの提供および見守り活動
①当行の高知県内有人店舗を『こども１１０ばんのぎんこう』とし安全シェルターとして子どもたちの一
時的な避難場所として提供する。

②当行の行員が車両を使用して業務を行う際は、地域の見守り活動に努める。
３．「こども１１０ばんのぎんこう」活動内容
①当行の高知県内の有人店舗『こども１１０ばんのぎんこう』に避難してきたこどもや発見者から事情を聞
き、１１０番通報や１１９番通報、必要に応じて、学校関係者への連絡など、適切な対応を行う。

②通報先から一時保護などの依頼を受けた場合は、誠実に対応する。
③こども見守り活動は、行員が業務を通じ、こどもへの声かけや地域の危険箇所
などの把握に努め、改善などを必要と認める危険箇所などを発見した際は、関係機関へ積極的に通報する。

４．活動時間
①当行の営業時間である午前９時から午後３時までとする。ただし、午後３時以
降についても本マニュアルに準じた活動を行うこととする。

②『こども１１０ばんのぎんこう』の当行作成ステッカーを高知県内有人店舗入り口
などに貼付し『こども１１０ばんのぎんこう』であることを周知する。
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社会貢献 ②こどもサッカー教室

職員も参加し「こどもサッカー教室」を開催
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社会貢献 ③よさこい祭り

「よさこい祭り」への踊り子参加
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四国八十八ヶ所霊場の道のりを清掃しながら「お遍路ウォーキング」を実施

社会貢献 ④お遍路ウォーキング
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社会貢献 ⑤高知龍馬マラソンのボランティア

社会貢献 ⑥はりまや橋清掃活動
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働きがいのある職場づくりへの取組み ①

四国の金融機関では初めて。
全国の第二地方銀行でも初めて。
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働きがいのある職場づくりへの取組み ②
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働きがいのある職場づくりへの取組み ③
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働きがいのある職場づくりへの取組み ④
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働きがいのある職場づくりへの取組み ⑤



ご清聴ありがとうございました。

高知銀行


